
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律 

 

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

目
次
中
「
基
本
計
画
」
を
「
都
道
府
県
基
本
計
画
等
」
に
改
め
る
。 

 

第
一
章
の
二
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 
 

第
一
章
の
二 

基
本
方
針
及
び
都
道
府
県
基
本
計
画
等 

 

第
二
条
の
二
第
一
項
中
「
次
条
第
四
項
」
を
「
次
条
第
五
項
」
に
、
「
及
び
次
条
第
一
項
」
を
「
並
び
に
次
条
第
一
項
及
び

第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
基
本
計
画
」
を
「
都
道
府
県
基
本
計
画
及
び
同
条
第
三
項
の
市
町
村
基
本
計
画
」
に
改

め
る
。 

 

第
二
条
の
三
の
見
出
し
を
「
（
都
道
府
県
基
本
計
画
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
基
本
計
画
」
を
「
都

道
府
県
基
本
計
画
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
都
道
府
県
」
の
下
に
「
又
は
市
町
村
」
を
加
え
、
「
基
本
計
画
」
を
「
都
道

府
県
基
本
計
画
又
は
市
町
村
基
本
計
画
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
都
道
府
県
」
の
下
に
「
又

は
市
町
村
」
を
加
え
、
「
基
本
計
画
」
を
「
都
道
府
県
基
本
計
画
又
は
市
町
村
基
本
計
画
」
に
、
「
又
は
こ
れ
を
」
を
「
又



は
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
基
本
方
針
に
即
し
、
か
つ
、
都
道
府
県
基
本
計
画
を
勘
案
し
て
、
当
該

市
町
村
に
お
け
る
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
の
た
め
の
施
策
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
市
町
村
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
三
条
第
二
項
中
「
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
「
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
を
「
す
る
よ
う
努
め
る
も

の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
同
じ
。
）
の
」
の
下
に
「
緊
急
時
に
お
け
る
安
全
の
確
保
及
び
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
条
第
一
項
中
「
被
害
者
（
配
偶
者
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
」
の
下
に
「
又
は
生
命
等
に
対
す
る
脅
迫
（
被
害
者
の

生
命
又
は
身
体
に
対
し
害
を
加
え
る
旨
を
告
知
し
て
す
る
脅
迫
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
、
「
同

じ
。
）
が
」
の
下
に
「
、
配
偶
者
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
を
受
け
た
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
」
を
、
「
同
じ
。
）
に

よ
り
」
の
下
に
「
、
配
偶
者
か
ら
の
生
命
等
に
対
す
る
脅
迫
を
受
け
た
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
配
偶
者
か
ら
受
け
る
身
体

に
対
す
る
暴
力
（
配
偶
者
か
ら
の
生
命
等
に
対
す
る
脅
迫
を
受
け
た
後
に
、
被
害
者
が
離
婚
を
し
、
又
は
そ
の
婚
姻
が
取
り
消

さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
配
偶
者
で
あ
っ
た
者
か
ら
引
き
続
き
受
け
る
身
体
に
対
す
る
暴
力
。
同
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
よ
り
、
」
を
、
「
当
該
配
偶
者
（
配
偶
者
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
」
の
下
に
「
又
は
生
命
等
に
対
す
る
脅
迫
」



を
、
「
同
項
第
三
号
及
び
」
の
下
に
「
第
四
号
並
び
に
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
本
文
」
を
「
第
一
項
本
文
」
に
改

め
、
「
こ
の
項
及
び
」
の
下
に
「
次
項
並
び
に
」
を
加
え
、
「
前
項
第
一
号
」
を
「
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
「
被
害
者
及

び
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
発
す
る
裁
判
所
又
は
発
し
た
裁
判
所
は
、

被
害
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
そ
の
生
命
又
は
身
体
に
危
害
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
配
偶
者
に
対
し
、

命
令
の
効
力
が
生
じ
た
日
以
後
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
効
力
が
生
じ
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で

の
間
、
被
害
者
に
対
し
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
行
為
も
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。 

一 

面
会
を
要
求
す
る
こ
と
。 

二 

そ
の
行
動
を
監
視
し
て
い
る
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
事
項
を
告
げ
、
又
は
そ
の
知
り
得
る
状
態
に
置
く
こ
と
。 

三 

著
し
く
粗
野
又
は
乱
暴
な
言
動
を
す
る
こ
と
。 

四 

電
話
を
か
け
て
何
も
告
げ
ず
、
又
は
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
連
続
し
て
、
電
話
を
か
け
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

装
置
を
用
い
て
送
信
し
、
若
し
く
は
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
こ
と
。 

五 

緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
午
後
十
時
か
ら
午
前
六
時
ま
で
の
間
に
、
電
話
を
か
け
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を



用
い
て
送
信
し
、
又
は
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
こ
と
。 

六 
汚
物
、
動
物
の
死
体
そ
の
他
の
著
し
く
不
快
又
は
嫌
悪
の
情
を
催
さ
せ
る
よ
う
な
物
を
送
付
し
、
又
は
そ
の
知
り
得
る

状
態
に
置
く
こ
と
。 

七 

そ
の
名
誉
を
害
す
る
事
項
を
告
げ
、
又
は
そ
の
知
り
得
る
状
態
に
置
く
こ
と
。 

八 

そ
の
性
的
羞
恥

し
ゅ
う

心
を
害
す
る
事
項
を
告
げ
、
若
し
く
は
そ
の
知
り
得
る
状
態
に
置
き
、
又
は
そ
の
性
的
羞
恥
心
を
害
す

る
文
書
、
図
画
そ
の
他
の
物
を
送
付
し
、
若
し
く
は
そ
の
知
り
得
る
状
態
に
置
く
こ
と
。 

 

第
十
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

４ 

第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
配
偶
者
が
被
害
者
の
親
族
そ
の
他
被
害
者
と
社
会
生
活
に
お
い
て
密
接
な
関

係
を
有
す
る
者
（
被
害
者
と
同
居
し
て
い
る
子
及
び
配
偶
者
と
同
居
し
て
い
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
並
び
に

第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
「
親
族
等
」
と
い
う
。
）
の
住
居
に
押
し
掛
け
て
著
し
く
粗
野
又
は
乱
暴
な
言
動
を
行

っ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
事
情
が
あ
る
こ
と
か
ら
被
害
者
が
そ
の
親
族
等
に
関
し
て
配
偶
者
と
面
会
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く

さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
発
す
る
裁
判
所
又

は
発
し
た
裁
判
所
は
、
被
害
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
そ
の
生
命
又
は
身
体
に
危
害
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、



当
該
配
偶
者
に
対
し
、
命
令
の
効
力
が
生
じ
た
日
以
後
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
効
力
が
生
じ
た
日
か
ら
起
算
し
て
六

月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
当
該
親
族
等
の
住
居
（
当
該
配
偶
者
と
共
に
生
活
の
本
拠
と
し
て
い
る
住
居
を
除
く
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
場
所
に
お
い
て
当
該
親
族
等
の
身
辺
に
つ
き
ま
と
い
、
又
は
当
該
親
族
等
の
住
居
、

勤
務
先
そ
の
他
そ
の
通
常
所
在
す
る
場
所
の
付
近
を
は
い
か
い
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

前
項
の
申
立
て
は
、
当
該
親
族
等
（
被
害
者
の
十
五
歳
未
満
の
子
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
意

（
当
該
親
族
等
が
十
五
歳
未
満
の
者
又
は
成
年
被
後
見
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
同
意
）
が
あ
る

場
合
に
限
り
、
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
中
「
暴
力
」
の
下
に
「
又
は
生
命
等
に
対
す
る
脅
迫
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
十
条
の
」
を
「
第
十
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
暴
力
」
の
下

に
「
又
は
生
命
等
に
対
す
る
脅
迫
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
暴
力
に
よ
り
」
を
「
暴
力
又
は
配
偶
者
か
ら
の
生
命
等
に
対

す
る
脅
迫
を
受
け
た
後
の
配
偶
者
か
ら
受
け
る
身
体
に
対
す
る
暴
力
に
よ
り
、
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
十
条
第
二

項
」
を
「
第
十
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
配
偶
者
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
（
配
偶
者
か
ら
の
身
体
に
対
す

る
暴
力
を
受
け
た
後
に
、
被
害
者
が
離
婚
を
し
、
又
は
そ
の
婚
姻
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
配
偶
者
で
あ
っ



た
者
か
ら
引
き
続
き
受
け
る
身
体
に
対
す
る
暴
力
を
含
む
。
）
に
関
し
て
前
三
号
」
を
「
前
各
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第

五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

四 
 

第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
申
立
て
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
被
害
者
が
当
該
親
族
等
に
関
し
て
配
偶
者

と
面
会
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
当
該
命
令
を
発
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
申

立
て
の
時
に
お
け
る
事
情 

 

第
十
二
条
第
二
項
中
「
同
項
第
四
号
イ
」
を
「
同
項
第
五
号
イ
」
に
、
「
第
三
号
」
を
「
第
四
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
四
条
第
二
項
中
「
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
イ
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
イ
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
五
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

保
護
命
令
を
発
し
た
場
合
に
お
い
て
、
申
立
人
が
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
に
対
し
相
談
し
、
又
は
援
助

若
し
く
は
保
護
を
求
め
た
事
実
が
あ
り
、
か
つ
、
申
立
書
に
当
該
事
実
に
係
る
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に

掲
げ
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
速
や
か
に
、
保
護
命
令
を
発
し
た
旨
及
び
そ
の
内
容
を
、
当
該

申
立
書
に
名
称
が
記
載
さ
れ
た
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
（
当
該
申
立
書
に
名
称
が
記
載
さ
れ
た
配
偶
者
暴
力
相
談

支
援
セ
ン
タ
ー
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
申
立
人
が
そ
の
職
員
に
対
し
相
談
し
、
又
は
援
助
若
し
く
は
保
護
を
求



め
た
日
時
が
最
も
遅
い
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
）
の
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
十
六
条
第
四
項
及
び
第
六
項
中
「
同
条
第
二
項
」
の
下
に
「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
を
加
え
、
同
条
第
七
項
を
同
条
第
八
項

と
し
、
同
条
第
六
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

７ 

前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
さ
れ
て
い
る
保
護
命
令
に
つ
い
て
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の

効
力
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
又
は
抗
告
裁
判
所
が
こ
れ
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨

及
び
そ
の
内
容
を
当
該
通
知
を
し
た
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
十
七
条
第
一
項
中
「
第
二
項
」
の
下
に
「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
五
条
第
三
項
」
の
下
に

「
及
び
前
条
第
七
項
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
八
条
第
一
項
中
「
暴
力
」
の
下
に
「
又
は
生
命
等
に
対
す
る
脅
迫
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
第
四
号
」
を

「
及
び
第
五
号
」
に
、
「
同
項
第
四
号
」
を
「
同
項
第
五
号
」
に
、
「
前
三
号
」
を
「
前
各
号
」
に
、
「
第
三
号
」
を
「
第
四

号
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 



第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す

る
法
律
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
申
立
て
に
係
る
同
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
関
す
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。 

（
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
一
の
一
六
の
項
中
「
第
十
条
の
」
を
「
第
十
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
」
に
改
め
る
。 


